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は じ め に 
 
 
 平成 24（2012）年度は、世界経済が緩やかな回復傾向にあるなか、近隣主要
国のリーダーが交代するなど国際的に各国の動向が注目される年になりました。

我が国においても安倍政権が発足し、アベノミクスによる経済への影響など、

世界からも評価をいただける状況が続いております。 
このような国際情勢のなか、社会におけるグローバル化は加速し続けており、

行政や医療の現場、地域の生活において、多言語・多文化の相互理解がさらに

求められています。 
近年は、行政やＮＰＯなど様々な人たちで外国籍の方も含めたイベントが多

く開催され、幅広い年代の方に、互いの文化の違いを認め合いながら生活する

ということへの理解を得られるようになってきています。 
 
多文化共生についての活動が進められるなか、自治体としては多言語の対応

など多くの課題を抱えている状況があります。 
公共施設での多言語表示をはじめ、自治体や学校等での言葉の多言語化に対

する課題は大きなものとなっています。かながわ自治体の国際政策研究会では、

引き続き、多言語・多文化共生を進める人材の育成、研修や情報交換などにつ

いて進めていく必要性を感じています。そのために、多言語情報の共有化検討

部会での研修や情報交換などを行っています。 
また、自治体の現場では、新しい在留管理制度がスタートし、外国籍住民へ

の対応等で苦慮されたのではないでしょうか。 
 自治体ごとに見えてきた問題や窓口でのトラブル等への解決策を探るため、

神奈川県行政書士会国際部の方を講師にお招きし、制度改正についての基礎を

学ぶ研修を行いました。 
 
この「サラダボウル２０」では、当研究会の一年間の事業実績と県内の各自

治体の国際関係施策についてまとめています。 
ご活用いただけたら幸いに存じます。 

 
 

平成 24年度かながわ自治体の国際政策研究会代表幹事 
鎌倉市経営企画部次長兼秘書広報課長  奈須 菊夫 
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＜SALAD BOWL（サラダボウル）とは？＞ 

現在、世界のボーダレス化がますます進展し、さまざまな国々から来た人々

が、私たちの地域で生活しています。こうした状況の下、いろいろな背景をも

つ人々が共に手をとりあい、また、お互いに個性を発揮して、いきいきとした

社会を築いていくことが私たちの願いです。 

ちょうど「サラダボウル」の中で、個性豊かなサラダの素材が、それぞれに

自己主張しながらもサラダとして一体感を保っているように・・・ 

こうした願いから、当研究会の年次報告書のタイトルを「サラダボウル」と

しています。 
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平成24（2012）年度 事業概要 

 
１ 総会 

  開催日：平成24（2012）年６月７日（木） 

  場所：地球市民かながわプラザ 大会議室 

  内容：平成23（2011）年度事業報告・収支決算・監査報告 

     平成24（2012）年度事業計画（案）・収支予算（案） 

     情報交換 

 

  ２ 幹事会 

【第１回】 

   開催日：平成24(2012)年６月１日(金) 

   場所：かながわ県民センター 特別会議室 

   内容：平成23（2011）年度事業報告・収支決算・監査報告 

      平成24（2012）年度事業計画（案）・収支予算（案） 

      情報交換 

 

【第２回】 

平成25年度事業計画(案)、平成25年収支予算(案)について書面表決（３月29日表決）

をもって幹事会の開催に代えた。 

 

３ 調査研究事業 

  「県内の多言語情報共有化検討部会」 

   活動趣旨 

       県内の自治体が活用できる多言語情報を集約し、共有・活用を図る。また、外国籍県

民への効果的な情報提供手段の確立についても検討を行う。 
 

参加自治体（平成 24年度） 
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、秦野市、大

和市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、神奈川県                      
計 14自治体 

 

【第１回】 

開催日：平成24(2012)年９月12日(水) 

場所：かながわ県民センター 第１会議室 

内容：自己紹介、調査研究事業について、部会の名称について、意見交換 

 

【第２回】 

開催日：平成24(2012)年12月５日(水) 

場所：かながわ県民センター 第１会議室 

内容：部会長について、具体的な取組みについて、成果物について 

 

【第３回】 

開催日：平成25(2013)年１月23日(水) 

場所：かながわ県民センター 第１会議室 

内容：自治体の多言語情報ニーズについて、部会の方向性・スケジュール、 

フィールドワークについて 
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【第４回】 

開催日：平成25(2013)年３月19日(火) 

場所：かながわ県民センター 第１会議室 

内容： 多言語情報整理の検討、インタビュー調査について、情報交換 

 

４ 研修事業 

総会での決定に則り「新しい在留管理制度に係る研修会」（平成24年11月13日実施）

及び、「多文化共生を進める人材の育成について（仮称）」（平成25年２月12日実施）の

テーマで、研修を二回実施する。 

 

【第１回】 

開催日：平成24(2012)年11月13日（火） 

場所：地球市民かながわプラザ 研修室A 

     受講者：18名 

テーマ：「新しい在留管理制度がもたらす行政サービスの諸問題」 

内容：第一部 講演 「新しい在留管理制度の概略」 

講師 渋谷 利郎氏（神奈川県行政書士会国際部部長） 

第二部 講演 「外国人の在留に関する諸手続 

－中長期在留者が上陸してから出国するまでの流れ－」 
講師 箕輪ひろみ氏（神奈川県行政書士会国際部） 

第三部 グループディスカッション 

 

【第２回】 

開催日：平成25(2013)年２月12日（火） 

場所：地球市民かながわプラザ 研修室A 

     受講者：13名 

テーマ：「多文化共生を進める人材の育成」 

内容：第一部 講演 「外国人住民の抱える課題と支援について 

～カンボジアのコミュニティの事例から～」 

講師 富本潤子氏（かながわ国際交流財団職員） 

萩原カンナ氏（かながわ国際交流財団 多文化サポーター） 

第二部 講演 「実践事例の紹介 ～諸課題解決のための試み～ 

かながわ国際交流財団の取り組みの中から」 
講師 富本潤子氏、森ちぇろ氏（かながわ国際交流財団） 

第三部 グループワーク 
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平成24年度 第１回研修会 

 

 

 

「新しい在留管理制度がもたらす 

行政サービスの諸問題」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年11月13日（火）14:00～17:00 

地球市民かながわプラザ研修室Ａ 
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次 第 

 

進行：神奈川県国際課  

 

14：00 開会      

挨拶：奈須 菊夫（かながわ自治体の国際政策研究会代表幹事、 

鎌倉市経営企画部 次長） 

 

14：10 第一部  講演「新たな在留管理制度の概要」 

講師：渋谷 利郎（神奈川県行政書士会国際部 部長） 

 

14：50 第二部  講演「外国人の在留に関する諸手続き ～中長期在留者が日本へ上陸して

から出国するまでの流れ～」 

         講師：箕輪 ひろみ（神奈川県行政書士会国際部 部員） 

 

15：30 質疑応答    

 

   15：45 休憩   

 

16：00 第三部 意見交換会 

(会場レイアウト変更)   

グループディスカッション    

    

16：40      グループ発表及び講評    

      講評：神奈川県行政書士会 

  

  17：00 閉会 

 

 

 

 

 

研修会の趣旨 

  

新たな在留管理制度の導入、外国人登録制度の廃止に伴い、市町村における外国人への行政サー

ビスの提供について様々な課題が生じていると考えられる。現実にどのような問題が起きているの

か検討し、新制度と多文化共生推進の狭間で、自治体はどのように行動すべきかについて考える。 



- 5 - 
 

 第１部 新たな在留管理制度の概要（14:10～14:50） 
 
                            講師 神奈川県行政書士会国際部 部長 

渋谷 利郎 
 
 
はじめに～このテーマの担当者として～  
   新たな制度はご承知の通り、平成 24年 7月 9日（月）よりスタートしました。法制定から段 
階的に逐次施行された＜参照：資料編 P3,P4＞、制度の大きな改革です。新制度により創設され 
た、在留カードの対象者又住基法改正で創設された、外国人の住民票の交付対象者、更に外国人 
登録制度の廃止により、自治体の行政サービスの対象外の外国人市民が想定され、本テーマの現 
実的な問題がそこにあります。当職は、新制度の内容（業務）に携わっている者として、このテ 
ーマを中心とした条項を抽出し、この講習会に参加された自治体実務者の皆様から、現実にどの 
ような問題が起きているのかを提出いただき＜参照：事前アンケート回答（レジュメ P7~P10）＞、検討
し、新制度と多文化共生の狭間の中で、いったい自治体はどのように行動すべきかを、ともに検討し、

コメントいたしたい、と考えております。 
 
 
 
 
  １．同制度の関連根拠法等（法務省・総務省・文科省） 
   平成 21年 第 171回通常国会で可決成立し平成 21年 7月 15日公布。平成 24年 7月 9日施 
  行された。 
  １）出入国管理及び難民認定法＜入管法＞及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し 
   た者等の出入国管理に関する特例法の一部＜入管特例法＞を改正する等の法律＜同施行規則 

＞（法務省 平成 21年法律第 79号） 
― 参照（リーフレット）「新しい在留管理制度がスタート！」― 

２）住民基本台帳法の一部を改正する法律（総務省 平成 21年法律第 77号） 
  ― 参照（リーフレット）「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします！」― 
３）参考条文 上記１）関連 
イ 改正入管法（平成 21年法律第 79号）附則第 60条 ＜参照：資料編 P26＞ 

   ロ  外国人児童生徒教育の充実について（通知）（平成 18年 6月 22日、18文科初第 368号、 
文部科学省初等中等教育局長、銭谷眞美）（別添１） ＜参照：資料編 P29,P30＞ 

   ハ 外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について（通知）（24文科初第 388 
     号 平成 24年 7月 5日文部科学省初等中等教育局長、布村幸彦）＜参照：資料編 P27,P28＞ 
    （別添１）外国人児童生徒教育の充実について ＜参照：資料編 P29,P30＞ 

（別添２）被仮放免者情報の市町村への通知について（平成 24年 5月 15日付け法務省入 
国管理局警備課長事務連絡） ＜参照：資料編 P31＞ 

    （別添３）外国人登録証明書が在留カード・特別永住者証明書とみなさる期間 ＜参照：資 
料編 P33＞  

   二 参照 第 171国会法務委員会 議事録＜資料集 P34＞及び参議院付帯決議＜資料集：P35＞ 
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２．新たな在留管理制度の導入（その目的） 
  ☆ その前に、改正前までの内外の主な経緯 
    ・2001年 9月 11日米国同時多発テロ事件発生。 

・2004年 1月 5日導入のUS-VISITプログラム。（米国に入国する外国人に指紋・写真撮影） 
・2008年 11月 20日日本版US-VISIT プログラム。 

 ☆ 各界からの反応  
・アムネスティインターナショナル日本 ・外国人人権法連絡会 ・在日コリアン青年連合  
・反住基ネット ・参議院の附帯決議 ・第 171国会 法務委員会 第 11号ｈ.21 6.19.（仮放 
免許可者の市町村等に通知の件） ・森国務大臣Ａ「…不法滞在者の行政サービスの範囲は 
法改正後も基本的に変更ない…」 

  １）法務大臣が、外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図る。 
  二元的管理（外登法制度＋入管法）から一元的管理（改正入管法）へ。外登法制度の廃止。 

    ＜参照：資料編 P5 図解＞ 
  ２）新制度の導入により外国人の在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるよう 

になり適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置が可能となった。 
 新制度の主なポイント：＜参照：法務省リーフレット P4. P5 .P6 .P7.＞ 
 
① 在留カードの交付 （常時携帯義務） 
② 在留期間の上限伸長（3年→5年）※会社区分カテゴリー1.2.3.4. 
③ 再入国許可制度の見直し（みなし再入国許可制度の導入・１年以内に帰国・特永者２年） 

                ※但し要注意事項あり。 
④ 外国人登録制度の廃止（外国人登録証明書の廃止） 
⑤ 特別永住者は入管特例法により、特別永住者証明書（市区町村交付、常時携帯義務なし） 
 

    新制度の対象者 ＜参照：在留資格一覧表 資料編 P1,P2＞ 
     中長期在留者のみ（3か月を超える在留期間） 

     対象にならない外国人 ＜参照：法務省リーフレット P3＞ 
     ①「3月」以下の在留期間が決定された人 ※その発生の意味は？ 
     ②「短期滞在」の在留資格が決定された人  
     ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 
     ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人（注１） 
     ⑤特別永住者 
     ⑥在留資格を有しない人（注２）（不法滞在者・仮放免許可の者）  
     （注１）及び（注２）は ＜参照：法務省リーフレット P3＞ 
      ※ ⑥については退去強制手続 ※出国命令制度手続の対象となる。 
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３）住民基本台帳法の一部改正とあわせ大きな制度の改正が行なわれた。 

＜参照：総務省リ－フレット P3 住民票が作成される外国人と、住民票の記載事項＞ 
①日本人と同じ様に住民票の交付対象とした。 ③世帯主に外国人は？ 
②家族単位の構成とした。 
この対象者は、 
・中長期在留者（在留カード交付対象者） 
・特別永住者 
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者 
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者  
・住基法対象者が行政のサービスを受けることになる。 
※不法滞在者・仮放免許可者は住基法の対象外とされ、行政のサービス等は今後どうなるの 
か？ 

 
 
３．新たな在留管理制度の問題点 
  １）アンケート回答結果 
  ２）改正入管法附則第 60条 
 参照 アンケート回答→１〔新制度の施行によって外国人住民が行政サービスを受けられな 
  くなったケースはありますか。〕の①及び②の回答  
① 就学案内の送付が出来なくなった。 
②（途中略）住民基本台帳へ記載された人口は外国人登録人口と比較し約 350名少なくなった。 

 
 

 
 

 
第２部 外国人の在留に関する諸手続 

－中長期在留者が上陸してから出国するまでの流れ－ (14:50～15:30) 
 

講師 神奈川県行政書士会国際部  
箕輪 ひろみ  

 
 
     レジュメ P4、P5  

 在留カードの携帯義務、住居地の届出義務等、新制度の外国人管理が一段と強化される。 
 
第２部資料編 
 在留カードの携帯義務、住居地の届出義務等、新制度の外国人管理が一段と強化される。 
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第３部 意見交換会（16:00～17:00） 
 
グループディスカッション 
Ａ 自治体現場からのメッセージ 
新しい外国人の「在留管理制度」は平成 24 年 7 月 9 日（月）から施行され４か月が
過ぎました。 

  １）現実にどのような問題が起きているのか？ 
  ２）自治体側での外国人の対応は変わったか？ 
  ３）外国人自身の自治体側に対する対応は？ 
    今まで、コミュニテイによく出席していた外国人に変化はあるか？ 
  ４）多文化共生推進の間での対応は変わったか？ 
     
Ｂ 検討そして自治体の取るべき行動は？ 

 
 
グループ発表及び・講評 
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「新しい在留管理制度に係る研修会」 
 

 

 

資 料 編 
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事前アンケート回答 

 

※ 平成24年10月22日付で事務局が市町村に照会したものを取りまとめた。 

 

１ 新制度の施行によって外国人住民が行政サービスを受けられなくなったケースはありま

すか。 

  

（1）  就学案内の送付ができなくなった。（川崎市） 

 

(2)  現時点で問題の発生はあまり見えていませんが、７月９日前後で外国人登録

人口と比較して住民基本台帳へ記載された人口は約３５０人少なくなっていま

す。これにより今後問題が発生する可能性が考えられます。（大和市） 

 

(3)  特別永住者証明書に切り替えた特別永住者が金融機関で既に開設している口

座にかかる手続きをしようとしたところ、通称名の記載がないため手続きが出

来なかった等のクレームが寄せられている。 

  漢字圏の外国人住民にはアルファベット表記氏名は馴染みがないようで、住基

事務においてクレームにつながっている。（小田原市） 

 

(4) ３ヶ月以下の在留期間が決定された場合、住民登録されないため、印鑑登録

することができず、証明書の発行ができない。（海老名市） 

 

(5)  妊婦健診の補助券が発行できない事があった。（その際、当該住民には住民

票の手続きを行うよう促した。）（座間市） 

 

(6)  在留期間９０日未満のため、住民登録対象外外国人について、日本での滞在

地が記載された証明がとれなくなった。（法改正前は、外国人登録をすると居

住地が記載された記載事項証明の取得が可能であった。）（三浦市） 

 

(7)  短期滞在者からの印鑑登録申請に対し、住民登録対象外のため登録ができな

い事例がある。（綾瀬市） 

 

 

２ 上記質問のほかに問題が発生していますか。 

 

(8)  問題と言うほどではないですが、外国人登録証をすぐに在留カードに切り替

える必要があるのか、といった在留カードへの切り替えに関する質問のために

来庁される方が増えています。（大和市） 
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(9)  みなし在留カードから在留カードに切替をした方が、数日後住民票請求に来

られましたが、新しい在留カード番号が反映されておらず、入国管理局に法務

省通知を催促した例がありました。また、転入してから数日経過しているにも

関わらず、法務省通知が前住所に送信されるケースが１件あり、問い合わせ中

です。 

     また、トラブルにはなっておりませんが、窓口が市区町村から入国管理局へ

移った手続きが多く、必要書類等の案内を求められるのですが、入国管理局の

ＨＰに詳細がないので電話で確認していただいており、外国人住民向けの手続

きの詳細の案内の必要を感じています。（茅ヶ崎市） 

 

(10)  システムを使った法務省との連携がうまくできていない。従来の紙ベース

でやり取りをしていた時のほうが確実だったように思う。（秦野市） 

 

(11)  在留期限等が変更になったときの法務省通知が、市町村に届いているのか

システム的に不確実であり、不達の通知を発見し再送付してもらうことに手

間が掛かる。何月何日に何件といった具合に、件数でチェックできればすぐ

に発見できるので、そのような仕組みを作ってほしい。同様に、市町村から

法務省に送付する市町村通知も、確実に到達しているのか不安である。チェ

ック方法が現在はない。 

行政官庁は今回の法改正を承知しているが、民間の銀行等は承知していな

い。 

「みなし在留カード」（旧外国人登録証明書）の記載方法が変わったこと

を知らず、外国人客に、「住所地の市役所に行って書き直してもらってくだ

さい。」と言われ、市役所で銀行に電話して説明し、やっと納得したケース

があった。何度も往復することになり、御不便をお掛けしている。（南足柄

市） 

 

(12)  入管に直接手続きに行ったが、まだ必要ないといわれ、いったん帰された。 

     書類の内容が難しい。 

     サインをしてから郵送で返却するよう言われたが不安だった。 

                     （横浜市港南国際交流ラウンジ） 

 

３ 研修で取り上げてほしい内容はありますか。 

 

 (13)   住民基本台帳に載らなかった外国人住民への行政サービスに対し、自治体の

中で統一した指針を作ったところがあるのか、あるならばどのような内容な

のか   を知りたいと思います。 
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また、上記の内容について、市町村議会でどのような質問があり答弁がな

されたのかも実例を聞けると幸いです。（大和市）  

(14)  外国人向けパンフレット等で在留管理制度をわかりやすく説明して好評を

得ている事例があれば参考にしたい。（鎌倉市） 

 

 

(15)  法務省から出されていない情報も多い中、外国人住民からの相談対応で留

意すべき点について、教えていただきたい。（かながわ国際交流財団） 

 

(16)  ビザの有無で各市町村単位での対応の違いはどれほどあるのか気になると

ころです。大和市では各課で取りまとめたものがあったと思います。（大和

市国際化協会） 

 

(17)  オーバーステイ・生活困窮という状況に置かれた外国人が相談に来ます。

しかし入管法では、オーバーステイに対する通報義務があることで各相談窓

口の現場では、対応や判断・支援に悩んでいるとの声が上がっています。 

学校等の教育現場でも、同様な状況にあるとの話を聞いています。上記に

対しての対処・助言をお願いします。（JOCA） 

 

 

４ その他、新制度に関する意見がありますか。 

 

(18)   新しい在留管理制度については、入管法は法務省、住民基本台帳は総務省

と管轄が異なるためか、広報活動も別々になされ、外国人住民やその支援者

にとっては「結局何が変わるのか、何をすればいいのか」が分かりにくかっ

たと思います。７月９日以降もこの変更についてよくわかっていない外国人

住民が多いというのが実感で、テレビ・ラジオCMやインターネット広告、電

車の中吊り広告等で、昨年の地上デジタル放送への切り替えと同じくらい大

規模に広報すべきだったというのが個人的な感想です。（大和市） 

 

(19)  法務省と総務省がそれぞれ管轄の事務だけ行うので、煩雑になってしまい、

外国人住民にもわかりにくい制度になってしまっているのではないか。 

特永証などについて携帯義務はなくなったが、提示義務が残っており、意

味が薄れてしまうなど新制度の目的意義が十分達成されていないのではない

か。 

                             （鎌倉市） 

 

(20)  法務省と自治体の窓口対応で情報が異なり混乱が生じているケースがある
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ようなので、正しい情報が外国人住民の皆さんに伝わる仕組みが必要だと感

じています。（かながわ国際交流財団） 

 

(21)  可能であれば、外国籍県民相談窓口、情報フォーラムのインフォメーショ

ン、また、各自治体からの情報提供の依頼をアナウンスさせていただければ

と思います。（JOCA） 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本に在留する
外国人の皆さんへ

2012年7月9日（月）から

新しい在留管理制度がスタート！新しい在留管理制度がスタート！
新しい在留管理制度はどういう制度なの？

ポイント 1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年になります
ポイント3 再入国許可の制度が変わります
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます

法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
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「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは？

新しい在留管理制度の対象となるのは，入管法上の在留資格をもって我が国に中
長期間在留する外国人（以下「中長期在留者」といいます。）で，具体的には次の
①～⑥のいずれにもあてはまらない人です。

① 「３月」以下の在留期間が決定された人

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 （注１）

⑤ 特別永住者

⑥ 在留資格を有しない人 （注２）

この制度の対象となる中長期在留者は，例えば，日本人と結婚している方や日系
人の方（在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」），企業等にお勤めの方（在
留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など），技能実習生，留学生や永住者の
方であり，観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

（注１）�法務省令には，「特定活動」の在留資格が決定された，亜東関係協会の本邦の事務所若しくは
駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

（注２）�外国人登録制度においては，不法滞在者についても登録の対象となっていましたが，新しい在
留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は，速やかに最
寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお，詳しくは，入国管理局ホームペー
ジに掲載している「出頭申告のご案内～不法滞在で悩んでいる外国人の方へ～」
（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html）�
を御覧ください。




























